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(57)【要約】
　ガスタービンエンジンの動作中のガスタービンエンジ
ンの洗浄は、エンジンのコンプレッサ（１）の入口へ向
けて洗浄液体物質を噴射する（４）ことにある洗浄段階
を備え、噴射されるべき洗浄液体物質の質量流量は、コ
ンプレッサ（１）の入口でのガスに対する液体の比率が
コンプレッサ（１）の定格質量流量に関して１％よりも
大きく５％よりも小さくなるように設定され、洗浄段階
は、洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって徐々に
増大される第１のサブ段階と、洗浄液体物質の流量がそ
の段階中にわたって一定に維持される第２のサブ段階と
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガスタービンエンジンの動作中にガスタービンエンジンを洗浄する方法であって、前記エ
ンジンのコンプレッサ（１）の入口へ向けて洗浄液体物質を噴射する（４）ことにある洗
浄段階を備え、噴射されるべき前記洗浄液体物質の質量流量は、前記コンプレッサ（１）
の入口でのガスに対する液体の比率が前記コンプレッサ（１）の定格質量流量に関して１
％よりも大きく５％よりも小さくなるように設定され、前記洗浄段階（ＷＦ）は、
　－　前記洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって徐々に増大される第１のサブ段階
（ＳＦ１）と、
　－　前記洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって一定に維持される第２のサブ段階
（ＳＦ２）と、
　を備える、方法。
【請求項２】
前記洗浄段階（ＷＦ）は、前記洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって徐々に減少さ
れる第３のサブ段階（ＳＦ３）を更に備える請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記洗浄液体物質の流量が所望の値（ＦＬ）で一定である請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
前記流量値は、周囲環境状態に基づいて、好ましくは大気温度に基づいて設定される請求
項３記載の方法。
【請求項５】
前記第２のサブ段階（ＳＦ２）は、０．５分よりも長く５分よりも短い所定の時間にわた
って持続する請求項１乃至４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
前記第１のサブ段階（ＳＦ１）及び／又は前記第３のサブ段階（ＳＦ３）は、５秒よりも
長く３０秒よりも短い所定の時間にわたって持続する請求項１乃至５のいずれか１項記載
の方法。
【請求項７】
前記洗浄段階（ＷＦ）は、ガスタービン効率に依存する所定の時間にわたって持続する請
求項１乃至６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
－　設計コンプレッサ圧力比を与えるステップと、
　－　実際のコンプレッサ圧力比を測定するステップと、
　－　前記実際のコンプレッサ圧力比と前記設計コンプレッサ圧力比との間の比率の関数
として前記所定の時間を計算するステップと、
　を更に備える請求項７記載の方法。
【請求項９】
洗浄段階（ＷＦ）が１日に何回か繰り返され、特に所定の時間の長さにわたって所定回数
繰り返される請求項１乃至８のいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
前記回数が１回よりも多く１０回よりも少ない請求項９記載の方法。
【請求項１１】
噴射されるべき前記洗浄液体物質の圧力が０．２ＭＰａよりも大きく２．０ＭＰａよりも
小さい請求項１乃至１０のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
前記洗浄液体物質は、前記コンプレッサ（１）の入口経路の外壁（２、１２）から特定の
距離を隔てて、及び、前記コンプレッサ（１）の入口経路の内壁（３、１３）から特定の
距離を隔てて、特定の方向で噴射される請求項１乃至１１のいずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
前記洗浄液体物質は、前記コンプレッサ（１）の前方で、特に前記コンプレッサ（１）の
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マウス（２）から噴射される請求項１乃至１２のいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
コンプレッサ（１）と、前記コンプレッサの下流側のタービンと、前記コンプレッサ（１
）の入口へ向けて洗浄液体物質を噴射するための複数のノズル（４）とを備えるガスター
ビンエンジンであって、請求項１乃至１３のいずれか１項記載の方法を行なうようになさ
れている制御ユニット（１９）を更に備えるガスタービンエンジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書中に開示される主題の実施形態は、ガスタービンエンジンを洗浄する方法及び
ガスタービンエンジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、ガスタービンエンジン、特にそれらのコンプレッサは、汚れの影
響を受け、したがって、それらの耐用期間中に繰り返し洗浄される必要がある。
【０００３】
　ガスタービンエンジンを洗浄する一般的な方法は、ガスタービンエンジンの通常の動作
を中断して、エンジンを分解することなくそれを洗浄することにある。これは、いわゆる
「オフライン」洗浄であり、液体洗浄剤を用いて行なわれる。液体洗浄剤を用いた処理後
は、しばしば濯ぎが必要である。オフライン洗浄は非常に有効であるが、いずれにせよ、
通常の動作の中断を伴い、したがって、機械及び機械を含むプラントの休止時間を増大さ
せる。
【０００４】
　また、あまり一般的ではないが、動作中に、すなわち、エンジンが仕事を生み出すとき
に、ガスタービンエンジンを洗浄することも知られている。これは、いわゆる「オンライ
ン」洗浄であり、コンプレッサ内を流れるガスに液体洗浄剤を加えることにある。この場
合、ガスに加えられる液体洗浄剤の量は少なく（より正確には、ガスに対する液体の比率
が低く保たれる）、また、
　－　コンプレッサ及び／又はタービン及び／又は燃焼器（例えば、燃焼は、液体洗浄剤
に起因して消失する場合がある）の動作に支障を来すこと、
　－　コンプレッサの内側の流体の流れに支障を来すこと、
　－　コンプレッサの構成要素を破損させること（例えば、液体洗浄剤液滴が、もしあれ
ば、例えばコンプレッサの回転するブレードにぶつかる場合がある）、
　を回避するために、放出される液体洗浄剤の圧力は低い。
【０００５】
　「オフライン」洗浄のために使用される液体洗浄剤が通常は「オンライン」洗浄のため
に使用される液体洗浄剤とは異なることに留意すべきである。
【０００６】
　公知のオンライン洗浄方法は、それらが機械及び機械を含むプラントの休止時間に影響
を及ぼさないという利点を有する場合であっても、公知のオフライン洗浄方法と比較して
効果がはるかに低い。
【０００７】
　また、機械が動作している間に空気に対する水の比率が質量で０．４％～３％の範囲内
にある水を注入してガスタービンを洗浄することが、Ｅｌｉｓａｂｅｔ　Ｓｙｖｅｒｕｄ
及びＬａｒｓ　Ｅ．　Ｂａｋｋｅｎによる文献「Ｏｎｌｉｎｅ　Ｗａｔｅｒ　Ｗａｓｈ　
Ｔｅｓｔｓ　ｏｆ　ＧＥ　Ｊ８５－１３」からも知られている。
【０００８】
　したがって、ガスタービンエンジンを洗浄する改良された方法、及び、それを可能にす
る装置の必要性がある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１９７０１３３号明細書
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、ガスタービンエンジンを洗浄する方法である。
【００１１】
　方法は、ガスタービンエンジンの動作中にガスタービンエンジンを洗浄するために使用
され、方法は、エンジンのコンプレッサの入口へ向けて洗浄液体物質を噴射することにあ
る洗浄段階を備え、噴射されるべき洗浄液体物質の質量流量は、コンプレッサの入口での
ガスに対する液体の比率がコンプレッサの定格質量流量に関して１％よりも大きく５％よ
りも小さくなるように設定され、また、洗浄段階は、
　－　洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって徐々に増大される第１のサブ段階と、
　－　洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって一定に維持される第２のサブ段階と、
　を備える。
【００１２】
　本発明の第２の態様はガスタービンエンジンである。
【００１３】
　ガスタービンエンジンは、コンプレッサと、コンプレッサの下流側のタービンと、コン
プレッサの入口へ向けて洗浄液体物質を噴射するための複数のノズルとを備え、好ましく
は、エンジンは、前述した方法を行なうようになされている制御ユニットを更に備える。
【００１４】
　本明細書中に組み入れられて明細書の一部を構成する添付図面は、本発明の典型的な実
施形態を示し、また、詳細な説明と共にこれらの実施形態を明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ガスタービンエンジンのコンプレッサの一実施形態の簡略化された図を示す。
【図２】ノズルの一実施形態の簡略化された図を示す（図２Ａは縦断面に対応し、図２Ｂ
は横断面に対応する）。
【図３】洗浄段階の一実施形態の時間線図を示す。
【図４】図３に係る一連の洗浄段階の時間線図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　典型的な実施形態の以下の説明は、添付図面を参照する。
【００１７】
　以下の説明は発明を限定しない。代わりに、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲に
よって規定される。
【００１８】
　明細書の全体にわたって「１つの実施形態」又は「一実施形態」への言及は、実施形態
に関連して説明される特定の特徴、構造、又は、特性が開示される主題の少なくとも１つ
の実施形態に含まれることを意味する。したがって、明細書の全体にわたる様々な場所で
の「１つの実施形態」又は「一実施形態」という表現の出現は、必ずしも同じ実施形態に
言及していない。更に、特定の特徴、構造、又は、特性は、１つ以上の実施形態において
任意の適した態様で組み合わされてもよい。
【００１９】
　図１は、半断面図であり、ガスタービンエンジンの一実施形態を部分的に示す。特に、
この図は、ベルマウス２及びバレットノーズ３を含むフロントフレームと、ストラット５
及び入口ガイドベーン６を含む（随意的な）ミドルフレームと、ロータ（参照符号７、８
を参照）及びステータ（参照符号９を参照）を含むコンプレッサ１とを示す。フロントフ
レーム、特にベルマウス２及びバレットノーズ３、並びに、ミドルフレーム、特にその外
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壁１２及びその内壁１３は、コンプレッサ１の入口に通じる入口経路を画定する。コンプ
レッサ１の入口の直後には、コンプレッサの第１のロータステージ（１つのブレード７の
みが示される）が存在する。時として、フロントフレーム、ミドルフレーム、及び、コン
プレッサ１の組み合わせがまとめて「コンプレッサ」と呼ばれる。
【００２０】
　一般に、ガスタービンエンジンは、コンプレッサ（図１に部分的に示されるコンプレッ
サ等）、燃焼装置を伴う燃焼室（図１に示されない）、及び、タービン（図１に示されな
い）の直列の接続を成す。
【００２１】
　図１では、コンプレッサ１のロータ及びステータの構成要素の僅かな部分だけ、特に、
ロータのシャフト８、ロータの第１のステージの１つのブレード７、ステータのケーシン
グ９が示され、特に、ロータの他のステージのブレードのいずれも示されておらず、また
、ステータのステージのベーンのいずれも示されていない。
【００２２】
　図１の解決策では、コンプレッサ１の入口へ向けて洗浄液体物質Ｌを噴射するための複
数のノズル４（１つだけが示される）が存在する。
【００２３】
　この実施形態において、ノズル４は、マウス２に位置され、すなわち、コンプレッサの
第１のステージへ向けてガスを方向付けるために、特に、ストラット５及び入口ガイドベ
ーン６を介してコンプレッサ１の入口に通じる入口経路へとガスＧを方向付けるために使
用される滑らかな収束面に位置される。
【００２４】
　ノズル４は、洗浄液体物質Ｌを放出してこの洗浄液体物質を霧化する。このようにする
と、液体Ｌの液滴をガスＧの流れに同伴させることができる（図１参照）。
【００２５】
　洗浄液体物質Ｌは、入口経路の内側でガス流中への液体の良好且つ適切な分配を確保す
るために、コンプレッサ１の入口経路の外壁（参照符号２、１２を参照）から特定の距離
を隔てて、及び、コンプレッサ１の入口経路の内壁（参照符号３、１３を参照）から特定
の距離を隔てて、特定の方向（図１参照）で噴射される。
【００２６】
　図１の実施形態において、液体物質Ｌの平均的な方向は、ガスＧの平均的な方向に対し
て傾けられる。
【００２７】
　図１の実施形態において、ノズル４は、円（エンジンの軸線１００上に中心付けられる
）上に、互いから同じ距離を隔てて位置される。特に、全てのノズル４は、好適には円と
して形成される単一のマニホールド１５（エンジンの軸線１００上に中心付けられてベル
マウス２の背後に位置される）に流体接続される。
【００２８】
　また、洗浄液体物質Ｌの放出を制御するためにマニホールド１５に動作可能に接続され
る制御ユニット１９も存在する。このようにして、全てのノズル４が同じ量の液体物質を
同時に放出する。
【００２９】
　ノズル４の一実施形態が図２に示され、また、このノズルは、液体物質、特に図１の実
施形態における洗浄液体物質Ｌを噴射するために使用されてもよい。
【００３０】
　ノズル４は、液体物質Ｌを受けるための第１の端部２０－１と、液体物質Ｌを放出する
ための第２の端部２０－４とを有する長尺な円筒体２０を備える。また、第１の中間部分
２０－２及び第２の中間部分２０－３も存在し、部分２０－２は、ノズル４をマウス２に
固定するために使用され、部分２０－３は、放出ポイントと入口経路の外壁（参照符号２
、１２を参照）との間に距離をもたらすために使用される。
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【００３１】
　液体物質Ｌの流れのための導管２１は、長尺な円筒体２０の内部にあって、第１の端部
２０－１から中間部分２０－２、２０－３を通じて第２の端部２０－４に至るまで延びる
。
【００３２】
　端部２０－４には凹部２２が位置され、また、この凹部２２で導管２１が終端する。液
体物質Ｌが凹部２２に達すると、液体物質が凹部２２から放出されて噴射される。霧化の
レベルは、凹部２２の上流側の圧力と、凹部２２の形状とによって決まる。圧力を高める
ために、導管２１は、その開始部２１－１に、すなわち、第１の端部２０－１に、特定の
（相対的に大きな）断面を有するとともに、その終端部２１－２に、すなわち、第２の端
部２０－４に、より小さい断面を有する。
【００３３】
　図２の実施形態において、凹部２２は、円筒体２０の直径として配置されるとともに、
円筒体２０の側面へ向けて開放している。このようにすると、ガスＧが円筒体２０の周囲
で流れる（特に図２Ｂ参照）とともに、液体Ｌが円筒体２０によって保護される（特に図
２Ｂ参照）。図１の実施形態において、ノズル４は、高いガスＧ流量が存在する場所から
離れて位置される。
【００３４】
　図２の実施形態において、液体物質Ｌの良好な放出は、導管２１によって、具体的には
凹部２２の底部に対して接線方向にある導管の端部２１－２によって得られる（特に図２
Ａ参照）。いかなる場合でも、導管は、凹部２２の底部から小さい軸方向距離を隔てても
よい。
【００３５】
　また、放出される液体物質Ｌの方向及び口径は、凹部２２の断面の形状によって決まる
。図２の実施形態において、この形状は、一部が平坦（マウス表面に近い部分を参照）で
あるとともに、一部が湾曲（図２Ａ参照）している、例えば円弧又は放物線又は双曲線を
成している。平坦部と湾曲部とを接合する部分が凹部２２の底部に対応する。
【００３６】
　方法の実施形態によれば、ガスタービンエンジンの洗浄は、ガスタービンエンジンの動
作中に行なわれ、エンジンのコンプレッサの入口へ向けて洗浄液体物質を噴射することに
ある洗浄段階を備え、噴射は、図１に示されるように行なわれてもよく、すなわち、スト
ラット及び入口ガイドベーンの上流側で行なわれてもよく、また、噴射は、図１に示され
るように行なわれてもよく、すなわち、コンプレッサのマウスから行なわれてもよい。
【００３７】
　噴射されるべき洗浄液体物質の質量流量は、コンプレッサの入口でのガスに対する液体
の比率がコンプレッサの定格質量流量に関して１％よりも大きく５％よりも小さくなるよ
うに設定されることが好ましい。図１の実施形態では、洗浄液体物質の一部がストラット
及び／又は入口ガイドベーンにぶつかって止まりコンプレッサの第１のステージに到達し
ないことに留意すべきである。多量の液体に起因して、良好な洗浄が達成される。
【００３８】
　ガスに対する液体の比率は、より好ましくは１％よりも大きく３％よりも小さい、更に
好ましくは約２％であり、これらの比率は、液体の量とコンプレッサ及びガスタービンエ
ンジン全体の動作の乱れとの間の非常に良好な兼ね合いである。
【００３９】
　ガスに対する液体の比率が一般にＷＡＲ［Ｗａｔｅｒ－ｔｏ－Ａｉｒ　Ｒａｔｉｏ］と
称されることに留意すべきである。これは、液体が通常は水であり、ガスが通常は空気だ
からである。
【００４０】
　噴射されるべき洗浄液体物質の圧力は、好ましくは０．２ＭＰａよりも大きく２．０Ｍ
Ｐａよりも小さい（これは、噴射直前の噴射ノズルの内部の導管の端部における圧力、す
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なわち、図２に関しては部分２１－２の領域における圧力である）－噴射されるべき洗浄
液体物質の圧力は、より好ましくは０．８ＭＰａよりも大きく１．２ＭＰａよりも小さい
。液体の高い圧力及び高い速度により、良好な霧化が達成され、したがって、液体及びガ
スの良好な混合が得られるとともに、コンプレッサの動作に生じる乱れが低く、コンプレ
ッサの構成要素の機械的損傷が無い（或いは非常に低い）。
【００４１】
　図２の典型的な実施形態に関して、部分２１－２の直径は１．０～２．０ｍｍの範囲内
（例えば１．８ｍｍ）であり、ノズル４の直径は１０～２０ｍｍの範囲内（例えば１８ｍ
ｍ）であり、部分２１－２内の圧力は０．２～２．０ＭＰａの範囲内（一般に０．８～１
．２ＭＰａ）であり、及び、部分２１－２内の速度は５～３０ｍ／秒の範囲内（例えば２
２ｍ／秒）である。
【００４２】
　ガスに対する液体の高い比率と高い液体圧力との組み合わせは、エンジンの動作中に良
好な洗浄を達成するために共同して作用する。
【００４３】
　良好な性能のための他の重要な態様は、液体放出ポイントとコンプレッサの入口経路の
外壁（例えば、図１の実施形態における要素２、１２参照）との間の距離、液体放出ポイ
ントとコンプレッサの入口経路の内壁（例えば、図１の実施形態における要素３、１３参
照）との間の距離、及び、噴射方向（例えば、図１の実施形態における要素４参照）であ
り、これらのパラメータを選択するときには、ガス流が考慮されなければならない。液体
を噴射するための満足のいく位置は、コンプレッサのそのマウスから前方である（例えば
、図１の実施形態における要素４参照）。
【００４４】
　特に、「オンライン」洗浄に関して、非常に適した液体は純水である。
【００４５】
　図３に示される洗浄段階ＷＦは、
　－　洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって（ゼロから例えば所望の値ＦＬまで）
徐々に増大される第１のサブ段階ＳＦ１と、
　－　洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって一定に（例えば所望の値ＦＬに）維持
される第２のサブ段階ＳＦ２と、
　－　随意的に、洗浄液体物質の流量がその段階中にわたって（所望の値ＦＬからゼロま
で）徐々に減少される第３のサブ段階ＳＦ３と、
　を備える。
【００４６】
　コンプレッサを通過する流体の混合が徐々に変化するという点において漸進的な増大が
有利である。同じ理由のため、僅かながらそれほど重要でない場合であっても、漸進的な
減少が有利である。とにかく、代わりの洗浄段階が想定し得る。例えば、第２のサブ段階
中に、流量が一定でなくてもよく、及び／又は、その流量値がコンプレッサの動作状態に
依存してもよい。
【００４７】
　流量値は、所望の値ＦＬに達するまで増大された後、その所望の値ＦＬで略一定に維持
される。所望の値ＦＬは、周囲環境状態に基づいて、好ましくは大気温度に基づいて設定
される。
【００４８】
　大気温度が冷たいときには、空気の密度がより高いため、コンプレッサがより多くの空
気を吸引し、その結果、空気に対する水の比率を一定に維持するために、より多くの量の
水が注入される。
【００４９】
　逆に、大気温度が高温であれば、空気の密度が低く、そのため、水の注入量が減少され
る。
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【００５０】
　第２のサブ段階ＳＦ２は、０．５分よりも長く５分よりも短い所定の時間Ｔ２にわたっ
て持続し、好ましくは１－２分持続し、したがって、非常に短い。第１のサブ段階ＳＦ１
は、５秒よりも長く３０秒よりも短い所定の時間Ｔ１にわたって持続し、したがって、第
２のサブ段階ＳＦ２と比べた場合には非常に長い。第３のサブ段階ＳＦ３は、５秒よりも
長く３０秒よりも短い所定の時間Ｔ３にわたって持続し、したがって、第２のサブ段階Ｓ
Ｆ２と比べた場合には非常に長い。第１のサブ段階ＳＦ１及び第３のサブ段階ＳＦ３が同
じ持続時間を有してもよい。
【００５１】
　好適には、所定の時間は、ガスタービン効率に依存し、特に経時的なコンプレッサ圧力
比の漸進的変化に依存する。
【００５２】
　ガスタービンの通常の動作中、埃粒子がコンプレッサ上に蓄積する傾向がある。経時的
に、コンプレッサ圧力比が徐々に減少して、ガスタービンの性能を制限する。
【００５３】
　ガスタービンを洗浄する前に、コンプレッサ圧力比が設計コンプレッサ圧力比に対して
かなり減少されてもよい。
【００５４】
　好ましくは、洗浄段階のために使用される所定の時間は、実際のコンプレッサ圧力比と
設計コンプレッサ圧力比との間の比率の関数として計算され、この比率はコンプレッサ効
率を実質的に示す。比率が所定の閾値、例えば５％を下回って減少すると、ガスタービン
をオンライン洗浄することが適している場合がある。
【００５５】
　洗浄段階ＷＦが１日に何回か繰り返され、特に図４に示されるように所定の時間の長さ
にわたって所定回数繰り返される場合には、非常に良好な結果が得られる。この図４では
、１つの洗浄段階と次の洗浄段階との間の時間が異なる（参照符号Ｐ１及びＰ２を参照）
が、それを周期的に繰り返すことが更に容易な場合がある。通常の動作状態下では、１日
当たりの繰り返し数が１～１０回の範囲内、一般的には約４回に選択される。
【００５６】
　前述の措置により、また、適切な予防措置を伴って、洗浄段階が動作中の任意の時間に
行なわれてもよい。しかしながら、ガスタービンエンジンの始動時及び停止時には洗浄が
不要である。
【００５７】
　これまでに説明してきたこと、特にノズル解決策及び洗浄プロセス解決策は、一般にガ
スタービンエンジン、特にそのコンプレッサに適用される（例えば、図１参照）。
【００５８】
　洗浄プロセスの特徴の幾つかは、図１の実施形態ではノズル４の形態によって実施され
てもよい。
【００５９】
　洗浄プロセスの特徴の幾つかは、図１の実施形態では制御ユニット１９によって実施さ
れてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１　コンプレッサ
　２　ベルマウス
　３　バレットノーズ
　４　ノズル
　５　ストラット
　６　入口ガイドベーン
　７　ブレード
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　８　ロータのシャフト
　９　ケーシング
　１５　マニホールド
　１９　制御ユニット
　２０　円筒体
　２０－１　第１の端部
　２０－２　第１の中間部分
　２０－３　第２の中間部分
　２０－４　第２の端部
　２１　導管
　２１－１　開始部
　２１－２　終端部
　２２　凹部
　Ｇ　ガス
　Ｌ　洗浄液体物質

【図１】 【図２】
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